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別添様式 

山梨県ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金

山梨県

139,541千円

139,541千円

139,541千円

139,541千円

ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金交付要綱（令和3
年3月3日文部科学大臣決定）に基づき、新型コロナウイルス感染症対
策を実施することにより、東京オリンピック･パラリンピック競技大会
の安全･安心な運営を確保するため、基金を山梨県に造成し、当該基金
の活用をするものである。

①本基金は、新型コロナウイルス対策事業の終了後、速やかに基金事業を終了
するものとし、その時点で基金を解散することとしている。
②本基金は公募を行うものではないことから、申請方法などの規定は、特段定
めないものとする。




